
伊賀市立上野総合市民病院医療事故等の公表基準 

 
伊賀市立上野総合市民病院が提供する医療に対する市民の信頼性の向上に資するた

め、以下のとおり医療事故等の公表に関する基準を定める。 
１．目的 
 １）医療の透明性を高め、公的病院として市民等に説明責任を果たす。 
 ２）医学的に的確な情報を提供することにより、事故の再発防止を図る。 

 
２．公表の決定 
 １）医療事故危機管理委員会の審議結果をふまえて、病院長が決定する。 
 ２）病院長は、公表を緊急に行う必要があり、医療事故危機管理委員会の審議を経る

時間的余裕がないと判断したときは、医療事故危機管理委員会の審議を経ずに公表

を行うことが出来る。この場合においては、病院長は、事後に医療事故危機管理委

員会に報告しなければならない。 

 
３．用語の定義 
 １）アクシデント（医療事故） 
   医療の全過程において発生する全ての人身事故で、不可抗力によるものや患者自

身による自傷行為等も含む。なお医療従事者の過誤、過失の有無を問わない。 
 ２）インシデント（ヒヤリ・ハット） 
   患者に被害を及ぼすことはなかったが、日常診療の場で、誤った医療行為が患者

に実施される前に発見されたもの、あるいは、誤った医療行為が実施されたが、結

果として患者に傷害などの影響を及ぼすことはなく、医療事故に至らなかったもの

をいう。 

 
４．医療事故等のレベル区分 
  医療事故等のレベル区分は下表のとおりとする。 
   レベル             内      容 
   レベル０   間違ったことが発生したが、患者には実施されなかった。 
   レベル１   間違ったことを実施したが、患者には実害はなかった（何らかの

影響を与えた可能性は否定できない）。 
   レベル２   処置や治療は行わなかった（患者観察の強化、バイタルサインの

軽度変化）。 
   レベル 3a   簡単な処置や治療を要した（消毒、湿布、簡単な縫合処置など）。 
   レベル３b   濃厚な処置や治療を要した（事故に起因する身体障害に対し新

たに検査・処置・治療が必要となった。入院期間の延長、外来患

者の入院）。 
   レベル４   事故による障害が一生続く。 
   レベル５   事故が死因となる。 



５．公表の基準 
医療事故等の区分ごとの公表基準は次のとおりとする。 

        区 分  過失のある事故（医療過誤）   過失のない事故 

 ヒヤリ・  レベル０        事故として取り扱わず非公表 
  ハット  レベル１        事故として取り扱わず非公表 
   事例  レベル２            非公表 

       レベル 3a            非公表 

  医療   レベル３b   一括公表（レベル別件数、事故内容別件数） 

   事故  レベル４    個別公表 一括公表（レベル別件数事故内容別件数） 

       レベル５    個別公表       一括公表（レベル別件数事故内容別件数） 

 

６．公表の方法 
公表の方法は次のとおりとする。 

 １）個別公表 
レベル４～５に相当し、明らかな医療過誤、その他、個別公表することの社会的

意義が大きいと判断される場合 
  ① 公表内容 

・ 該当医療事故が発生した日時、場所及び状況 
・ 患者の性別、年代及び居住地 
・ 医療従事者の職種 
・ 当院が行った治療内容 
・ 事故原因と今後の対策 
・ その他公表すべきと判断したもの。 

  ② 患者または家族の意思確認 
・ 公表にあたっては、患者または家族に公表の意義、必要性について十分説明

し、事前に書面で公表内容を示した上で、公表することについて書面で同意を

得るものとする。 
・ 患者の性別、年代及び居住地のうち、患者または家族が公表を希望しない項

目がある場合は、その内容を公表内容から除いて公表する。 
・ 公表することに患者または家族から同意を得られない場合は、公表内容のう

ち患者の性別、年代及び居住地を除いて公表する。 
  ③ 公表の方法 
    報道機関への公表及びホームページによる公表を行うものとする。 
  ④ 公表時期 
    患者または家族の意思を確認後、速やかに公表する。 

 

 ２）一括公表 
   前年中に発生した医療事故及びインシデント 
  ① 公表内容 



   ・ 「医療事故等の区分ごとの公表区分」の表に従ってレベルⅢb 以上、レベル

Ⅳ・Ⅴで過失のないもの 
   ・ 年単位で集計したレベル別発生件数、代表的な事例の概要と講じた措置や発

生防止対策 
  ② 患者または家族等への配慮 
    事故概要には、個人の特定につながる具体的な情報は含めない。 
  ③ 公表の方法 

資料提供による報道機関への公表及びホームページによる公表を行うものと

する。 
  ④ 公表時期 

３月末までの集計を医療事故危機管理委員会への報告を経て毎年６月に公表 

する。 
 

７．公表に当たっての留意事項 
個別公表を行う場合は、事前に患者または家族等に十分説明を行い、原則書面によ

り同意を得るとともに、公表内容から患者や関係職員が特定、識別されることのない

よう配慮する。 

 

 

 


